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広報あんじょう　2008.5.15 �

榊原 平 さん（あんき会副会長）
たいら

　行政任せにしたり、不満を訴えた
りするだけでなく、市民自らの手で
サービスを起こしていきたい

問い合わせ ▼企画政策課
（�〈７６〉１１１２／ kikaku@city.anjo.aichi.jp）

広報あんじょう　2008.5.15�
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治
基
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市
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　あんき会は、誰でも傍
聴できます。気軽にお越
しください。
　なお、傍聴希望者は、
会議の前日までに、企画
政策課へご連絡ください。
開催日時：５月２９日�、
６月１３日�・２７日�午後
７時～９時　場所：市民
会館
　また、自治基本条例や
あんき会への意見をお待
ちしています。

荻野 留  美  子 さん（あんき会副会長）
る み こ

　市民参画には女性の進出が必要不可欠。ま
ずは自分から始めてみたい

杉浦 武  雄 さん（あんき会会長）
たけ お

　ボランティア活動や町内会長、国際交流
の経験を生かして、自治基本条例が一般市
民だけでなく市在住外国人にも身近なもの
になるよう貢献したい


